
別紙１の記入上の注意事項 
 
＜一般的注意事項＞ 
１．書類の記入方法について 
  本様式は、英文のタイプ印書で記入すること。記入内容を消したり、修正液等を上に塗ったり、訂正

してはならないこと。また、署名は、如何なる方法にても複製はしないこと。 
  日付はすべて以下のとおり６桁の形式で示すこと。 
 （例）「２０１２年７月２９日」は「２９／０７／１２」と記入する。 
２．書類の箇所別の記入責任者について 
  輸出しようとする者が必要な事項を記入すること。 
 
＜各欄への記入上の具体的注意事項＞ 
（第１欄） 
 特定有害廃棄物等の輸出の理由について、該当する欄に「×」印を記入すること。 
（第２、４欄） 
 輸出者／申請者及び輸入者／処分者については、以下の事項を記入すること。 
・氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 
・住所又は所在地 
・緊急の場合の連絡責任者の氏名、住所及び電話番号、ファクシミリの番号、電子メールのアドレス 

（第３欄） 
 ・一回の移動、複数回の移動のいずれに係る特定有害廃棄物等に関するものか（複数回の移動の場合は、

予定される総移動回数を記入すること。）、 
・処分作業の種類は、処分（非回収）作業、回収作業のいずれに該当するか、 
・特定有害廃棄物等は、事前認定を受けた回収施設への運搬か、 

 について該当欄に「×」印を記入すること。 
（第５欄） 
 特定有害廃棄物等の排出者に関する必要な情報を提供すること。 
 輸出者が排出者である場合は、「SAME AS BLOCK ２」（第２欄に同じ）と記入すること。 
また、特定有害廃棄物等の排出者が複数の場合には、「SEE ATTACHED LIST」（別添資料参照）と記

入し、各排出者について必要な情報を記入した資料を添付すること。 
（第６欄） 
 特定有害廃棄物等を複数の運搬者が運搬する場合又は複数の運搬者から選択する余地がある場合には、

「SEE ATTACHED LIST」（別添資料参照）と記入して、各運搬者について必要な情報を記入した資料を

添付すること。 
（第７欄） 
 処分施設に関する必要な情報を記入すること。 
 処分施設が処分者である場合には、「SAME AS BLOCK ４」（第４欄に同じ）と記入すること。 
（第８欄） 
 「輸出移動書類（別紙様式３）で用いるコード表」に従って、該当するコードを記入すること。 
また、特定有害廃棄物等の処分作業に用いられる技術（工程、方法）を記入すること。 

（第９欄） 
 通告を行う前に必要とされる、輸出者と輸入者との間の契約合意の日付を記入すること。 
（第１０欄） 
 書類に添付される資料の数を記入すること。 
 別添資料には添付が予定されている資料のほか、書類本体に記載できない補足的な情報を記入した資料

を含む。 



 別添資料を添付するときは、当該記入欄に「SEE ATTACHED LIST」（別添資料参照）と記入すること。 
（第１１欄） 
 輸出者と輸入者との間の契約合意における、保険又は金銭的保証の条項の有無について、該当する欄に

「×」印を記入すること。「yes」（有）の場合には、当該条項の有効期限を記入し、移動を予定どおりに

行うことができない場合の第三者への損害に対する保険や代替処分を可能とする金銭的保証などの重要事

項について資料を添付すること。 
（第１２欄） 
 「輸出移動書類（別紙様式３）で用いるコード表」に従って、該当するこん包の形態のコード番号を記

入すること。 
（第１３欄） 
 特定有害廃棄物等のこん包の数を記入すること。 
（第１４欄） 
「輸出移動書類（別紙様式３）で用いるコード表」に従って、該当する運搬手段の形態のコード番号を

記入すること。 
（第１５欄） 
 特定有害廃棄物等の名称並びに有害な特性を示す最も重要な含有成分について、その性質及び濃度を記

入すること。 
 「２０℃における物理的状態」については、該当する欄に「×」印を記入すること。「Other」（その他）

の場合には、その物理的状態を具体的に記入すること。 
（第１６欄） 
 バーゼル条約附属書Ⅷに基づいたコード記入すること。 
また、廃棄物に関するその他の分類システムに基づいたコードを可能な限り記入すること。 

（第１７欄） 
 事故の場合の緊急の措置を含む特別な取扱いの必要性の有無について、該当欄に「×」印を記入するこ

と。「yes」（有）場合には、その具体的内容（例：こん包の方法、他の物質と併せて積載しないこと）につ

いて資料を添付すること。 
（第１８欄） 
 バーゼル条約に基づき規制される特定有害廃棄物等について、バーゼル条約附属書Ⅰ及びⅢの規定に基

づき規制される有害な廃棄物について、附属書Ⅰに掲げるＹ番号のうち該当するものを記入すること。 
なお、該当するＹ番号がわからない場合は、経済産業省、環境省の事前相談で確認すること。 

（第１９欄） 
バーゼル条約に基づき規制される特定有害廃棄物等について、バーゼル条約附属書Ⅰ及びⅢの規定に基

づき規制される有害な廃棄物について、附属書Ⅲに掲げる有害な特性のうち該当するものに対応するＨ番

号を記入すること。 
なお、該当するＨ番号がわからない場合は、経済産業省、環境省の事前相談で確認すること 

（第２０欄） 
 バーゼル条約に基づき規制される特定有害廃棄物等について、バーセル条約附属書Ⅰ及びⅢの規定に基

づき規制される有害な廃棄物について、附属書Ⅲに掲げる有害な特性のうち該当するものに対応する国際

連合分類区分を記入すること。 
なお、該当する国際連合分類区分が分からない場合は、経済産業省、環境省の事前相談で確認すること。 

（第２１欄） 
 国際連合の「危険物質の輸送に関する勧告」（Recommendations on the Transport of Dangerous Goods）
に記載されている国連番号を可能な限り記入すること。 
（第２２、２３欄） 
 第２２欄には、特定有害廃棄物等の重量及び体積を、第２３欄には、移動が予定されている日付を記入

すること。 



（第２４欄） 
 日本及び台湾の権限のある当局の名称及び指定されている場合には輸出及び輸入の地点を記入すること。 
（第２５欄） 
 台湾の権限ある当局を記入すること。 
（第２６欄） 
 該当する箇所に「×」印を記入すること。また、詳細については、資料を添付すること。 
（第２７欄） 
予定される運搬者又は不可抗力の際の新たな運搬者を記入すること。 

（第２８欄） 
必要事項を記入すること。 

 


